
保健所への報告基準は下記のとおりですが、国の報告基準に
関わらず、施設内で感染症患者の拡大の兆候が見られましたら
直ちにご相談ください。

感染症が施設内で流行すると．．．

＊早期対応・平時からの対策が感染拡大防止につながります

職員の業務が増加職員の業務が増加

感染拡大への不安感染拡大への不安

高齢者の体への負担高齢者の体への負担

感染初期から早期対策・相談を！

＜保健所等への報告基準＞
• 同一感染症又はそれが疑われる死亡者又は重篤患者が１週間内に２名以上発生した場合

• 同一感染症又はそれが疑われる者が１０名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

• その他施設長が報告を必要と認めた場合

令和５年４月２８日厚生労働省医政局等通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について

平成１７年２月２２日厚生労働省健康局長等通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告ついて」

感染症の疑いがある高齢者が発生した場合の対応例

早期報告・早期対策により感染拡大防止につながります。

少人数のうちから
早期対策・二次感染予防

感染症の疑いがある
高齢者が発生。

保健所から
二次感染予防に
ついて助言。



問合せ先
東大阪市保健所 感染症対策課
TEL 072-960-3805 FAX 072-960-3809
EMAIL kansensyo@city.higashiosaka.lg.jp

令和７年４月作成

◎施設への「出張感染対策研修」を実施しています！
日時や内容はご相談ください。

例）手洗い・手指消毒の実践、防護服の着脱、発生時に備えた対応など

電話や施設訪問による相談を実施しています。

例）コホーティングの相談、効果的で負担の少ない感染対策など

保健所がサポートします

対応の手順や感染対策について、東大阪市ウェブサイトに掲載して
います。

施設内で陽性者が発生したら・・・

陽性者が発生した場合の
ウェブサイトはこちら！

平常時からの感染対策
平常時より基本的な感染対策を行うことは大切です。

正しい手洗いは

できていますか？
正しい防護服の着脱
はできていますか？

（※ 患者を感染者・濃厚接触者・それ以外の者の病室に分けること）

※

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000021426.html

その他

高齢者施設等における
平常時の感染対策

ノロウイルスについて

インフルエンザについて
新型コロナウイルス感染症
について

感染症の基礎知識
YouTube 動画




